
新たな化学物質の規制について

〇化学物質管理者の職務

・ラベル・SDS等の確認

・化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理

・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択

・化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存

・化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知

・リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応 等

〇保護具着用管理責任者の職務

・有効な保護具の選択

・労働者の使用状況の管理

・その他保護具の管理に関わる業務 等

選任義務化の背景

原因として、そもそも労働災害防止を目的とした措置が規制されている物質の数が、

数万物質の中で100物質程度しかなく、それに加え各企業も、とりあえず規制されてい

る物質を対策していればよいという認識があり、それ以外の物質に関しては危険性・

有害性があるかどうかに関わらずおろそかにされているということが挙げられていま

す。
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化学物質を原因とする休業4日以上の労働災害は、全国で年間450件程度で推移してい

るそうです。

時代の進展と共に化学物質数は増加の一途を辿り、現在の日本で工業的に使用されて

いる物質の数は数万物質あると言われています。

これまで化学物質の取り扱いについては、有機則・特化則・毒劇法等で定めた特定の

化学物質に対して、政府主導の個別規制が行われてきました。しかし化学物質による

労働災害の多くはこの特別規則の規制対象外の物質によるものだそうです。

お疲れ様です。

今回は、新たな化学物質の規制に関することについて紹介します。

労働安全衛生規則等が改正され、その内容の一部として2024年4月から化学物質を取

り扱っている各企業に対し、「化学物質管理者」「保護具着用管理責任者」の選任が

義務付けられました。

また、「化学物質管理者」「保護具着用管理責任者」の選任は、それぞれ専門的講習

を修了していることが要件として求められています。



そこで、各企業で「化学物質管理者」「保護具着用管理責任者」を選任し、自分達が

使用している物質に対して、どのような危険性・有害性があるかを自分達で確認し、

どのような使い方をしてどのくらいのリスクがあるかを自分達で判断し、その結果に

対する措置をどのようにするかを自分達で決めることが求められるようになりまし

た。

自律的な管理が今後の規制の軸になり、主体的な取り組みが求められるようになりま

す。これから日々の作業の中で手間の増えることがあるかもしれませんが、ご協力を

お願いします。

※厚生労働省より


